
JP 2010-39165 A 2010.2.18

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】擬似接着層から表面基材を剥離する際、表面基
材に破れが生じにくい擬似接着ラベルを提供する。
【解決手段】擬似接着ラベル１０は、表面基材、表面基
材に擬似接着される擬似接着層、及び粘着剤層がこの順
に積層されて構成する。表面基材は、ハーフカット線２
０を設け、ラベル部２１、２２として分離して剥離可能
にする。ラベル部２１、２２の周縁部２１Ｓ、２２Ｓに
、粘着剤層によって被着物に粘着されない非粘着部２３
を設ける。非粘着部２３は、周縁部２１Ｓ、２２Ｓにお
いて、ラベル部２１、２２の角部２１Ａ～２１Ｄ、２２
Ａ～２２Ｄ以外の部分に設ける。角度２１Ａ～２１Ｄ、
２２Ａ～２２Ｄは剥離開始部として使用する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面基材、前記表面基材に擬似接着される擬似接着層、及び粘着剤層がこの順に積層さ
れ、前記粘着剤層を被着物に貼着して、前記表面基材と前記擬似接着層との間で剥離する
擬似接着ラベルにおいて、
　前記表面基材は、全部がラベル部として前記擬似接着層から剥離され、或いは一部がラ
ベル部として他の部分と分離して剥離され、
　前記ラベル部の周縁部のうち、少なくとも一部は前記粘着剤層によって前記被着物に粘
着されない非粘着部であり、前記非粘着部以外の一部が剥離開始部として使用されること
を特徴とする擬似接着ラベル。
【請求項２】
　前記ラベル部の角部が前記剥離開始部として使用されることを特徴とする請求項１に記
載の擬似接着ラベル。
【請求項３】
　前記表面基材がカット線によって２以上の前記ラベル部に分離して剥離可能となってお
り、
　前記カット線と、前記表面基材の一辺とによって区画される前記角部が、前記剥離開始
部として使用されることを特徴とする請求項２に記載の擬似接着ラベル。
【請求項４】
　前記カット線及び前記一辺に沿う前記周縁部が、前記非粘着部であることを特徴とする
請求項３に記載の擬似接着ラベル。
【請求項５】
　前記非粘着部は、前記ラベル部の周縁部に沿って２つ設けられ、その２つの非粘着部の
間の部分が、前記剥離開始部として使用されることを特徴とする請求項１に記載の擬似接
着ラベル。
【請求項６】
　前記非粘着部は、前記剥離開始部に隣接して設けられることを特徴とする請求項１に記
載の擬似接着ラベル。
【請求項７】
　前記表面基材が、坪量１５～８０ｇ／ｍ２のクラフト紙、上質紙、グラシン紙、又は感
熱紙であることを特徴とする請求項１に記載の擬似接着ラベル。
【請求項８】
　前記非粘着部は、前記粘着剤層を部分的に設けないことにより形成されることを特徴と
する請求項１に記載の擬似接着ラベル。
【請求項９】
　前記非粘着部は、前記粘着剤層の前記被着物に貼着される面の一部に非粘着材料を被覆
することにより形成されることを特徴とする請求項１に記載の擬似接着ラベル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物品の搬送や管理等に使用される配送伝票、各種の保険やチケットの申し込
み等に使用される記録票等に適用される擬似接着ラベルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、郵便、宅配便、通信販売などにおいて、商品の受注、発送、顧客の受け取り等
からなる流通過程を管理するために、配送伝票等が用いられる。広く用いられる配送伝票
の１つとして、感圧紙が複数枚重ね合わされた伝票がある。このような配送伝票では、商
品名、送り先等の情報を記入する際、一番下の伝票まで情報を書き込むために、強い圧力
を加えなければならず、ボールペン、タイプライター、ドットプリンター等が必要とされ
る。しかし、ボールペン、タイプライターを用いての書き込みは、煩雑な手作業であり、
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また誤字、脱字、写し間違いなどによって、誤配送の原因となる。また、ドットプリンタ
ーを用いる場合、印字に時間がかかるという欠点がある。さらに、感圧紙が複数枚重ね合
わされた配送伝票は、その一部が流通過程で破れたり、剥がれ落ちたりすることもある。
【０００３】
　近年、上記問題点を解決するために、例えば、表面基材、擬似接着層、粘着剤層、及び
剥離シートがこの順に積層されてなり、表面基材と擬似接着層との間が剥離可能なように
擬似接着された擬似接着ラベルが配送伝票に使用されつつある（例えば、特許文献１、２
参照）。擬似接着ラベルは、剥離シートが剥離された後、粘着剤層が配送物に貼付されて
、配送伝票として使用される。このような擬似接着ラベルの配送伝票は、通常、ハーフカ
ット線が入れられ、１枚の表面基材が２つのラベル部として分離して剥離可能となってる
。そして、例えば、一方のラベル部が配達票として使用されると共に、他方のラベル部が
、受領票として使用され、捺印・サイン後に剥がされて持ち帰られ、伝票整理等に使用さ
れる。
【０００４】
　擬似接着ラベルを用いれば、郵便、宅配便、通信販売などにおいて商品の受注から顧客
の受け取りまで一枚のシートで流通過程を管理することが可能であり、さらに流通過程に
おける伝票の破れや紛失等も防止することができる。また、レーザープリンター、熱転写
等による情報の書き込みが可能であるため、記入が迅速に行えると共に、誤字・脱字等も
低減させることができる。
【０００５】
　しかし、擬似接着ラベル、特に配送伝票や記録票に使用される擬似接着ラベルは、表面
基材が紙類等の脆弱で薄い材料で形成されることが一般的であるので、表面基材を剥離す
る際、表面基材が破れやすいという欠点がある。
【０００６】
　特許文献２に記載される擬似接着ラベルでは、表面基材と擬似接着層の界面であって、
カット線が入られた部分に水分散性の剥離剤を塗布し、基材を熱可塑性樹脂層から剥離し
やすくする構成が開示されている。しかし、この構成でも表面基材の破れを十分に防止す
ることはできない。
【特許文献１】特開平１１－２０２７７１号公報
【特許文献２】特開平１１－２５６１１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、本発明は以上の問題点に鑑みてなされたものであり、表面基材が紙類等の脆弱
で薄い材料であっても、破れが発生しないように表面基材を擬似接着層から剥離すること
ができる擬似接着ラベルを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る擬似接着ラベルは、表面基材、表面基材に擬似接着される擬似接着層、及
び粘着剤層がこの順に積層され、粘着剤層を被着物に貼着して、表面基材と擬似接着層と
の間で剥離する擬似接着ラベルにおいて、表面基材が、全部がラベル部として擬似接着層
から剥離され、或いは一部がラベル部として他の部分と分離して剥離され、ラベル部の周
縁部のうち、少なくとも一部は粘着剤層によって被着物に粘着されない非粘着部であり、
非粘着部以外の一部が剥離開始部として使用されることを特徴とする。
【０００９】
　ラベル部の角部が剥離開始部として使用されることが好ましい。また、さらに好ましく
は、表面基材がカット線によって２以上のラベル部に分離して剥離可能となっており、カ
ット線と、表面基材の一辺とによって区画される角部が、剥離開始部として使用される。
そして、剥離開始部である角部を区画する上記カット線及び一辺に沿う周縁部は、例えば
上記非粘着部とされている。
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【００１０】
　非粘着部は、ラベル部の周縁部に沿って２つ設けられ、その２つの非粘着部の間の部分
が、剥離開始部として使用されることが好ましい。また、非粘着部は、剥離開始部に隣接
して設けられることが好ましい。
【００１１】
　上記表面基材は、例えば、坪量１５～８０ｇ／ｍ２のクラフト紙、上質紙、グラシン紙
、又は感熱紙である。非粘着部は、例えば、粘着剤層を部分的に設けないことにより形成
され、或いは粘着剤層の被着物に貼着される面の一部に非粘着材料を被覆することにより
形成される。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明では、ラベル部の周縁部の一部の粘着力を無くすことによって、表面基材を擬似
接着層から剥離するときに発生する表面基材の破れを防止することができる。また、剥離
開始部における粘着力を維持することによって、剥離開始時にラベル部を擬似接着層から
容易に剥離することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照しつつ本発明の実施形態について説明する。
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る擬似接着ラベルを模式的に示す断面図である。
図１に示すように、擬似接着ラベル１０は、表面基材１１、表面基材１１に擬似接着され
る擬似接着層１２、及び粘着剤層１３がこの順に積層されてなるものであり、さらに、剥
離基材１４が粘着剤層１３に貼着されている。擬似接着ラベル１０は、剥離基材１４が粘
着剤層１３から剥離され、露出した粘着剤層１３によって、被着物に貼着されて使用され
る。擬似接着層１２は、表面基材１１に剥離可能に擬似接着されており、被着物に貼着さ
れた擬似接着ラベル１０において、表面基材１１は擬似接着層１２から剥離される。
【００１４】
　表面基材１１としては例えばクラフト紙、上質紙、グラシン紙、感熱紙、パーチメント
紙、レーヨン紙、コート紙等の紙類が使用され、好ましくはクラフト紙、上質紙、グラシ
ン紙、又は感熱紙が使用される。表面基材１１の坪量は、例えば１０～１００ｇ／ｍ２で
あるが、１５～８０ｇ／ｍ２であることが好ましい。本実施形態においては、このように
坪量が小さく、脆弱で薄い表面基材１１が使用される場合であっても、破れを生じさせる
ことなく、表面基材１１を擬似接着層１２から剥離することが可能である。表面基材１１
はその表面が文字等の情報が表示されるための面に使用される。
【００１５】
　擬似接着層１２は、表面基材１１に剥離可能に擬似接着されるものであれば、特に限定
されないが、熱可塑性樹脂層であることが好ましい。熱可塑性樹脂層は、例えば、加熱溶
融された熱可塑性樹脂が表面基材１１の裏面に押出積層されることにより形成される。熱
可塑性樹脂層を形成するための熱可塑性樹脂としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロ
ピレン、ポリメチルペンテン等が単独で又は２種類以上混合されて使用される。熱可塑性
樹脂層の厚さは、特に限定されないが、例えば１０～５０μｍ、好ましくは１５～４０μ
ｍである。
【００１６】
　表面基材１１の裏面には、擬似接着層１２から表面基材１１を容易に剥離できるように
、離型剤層が被膜されていても良い。離型剤層は、特に限定されないが、スチレン－アク
リル共重合体、ポリスチレン、スチレン－ブタジエン共重合体、エチレン酢ビ共重合体、
アクリル酸エステル、アクリル酸エステル共重合体、エチレン・アクリル酸共重合体など
からなる離型剤によって形成される。なお、表面基材１１は、離型剤層が設けられる場合
、擬似接着層１２と離型剤層との界面で剥離される。
【００１７】
　粘着剤層１３は、擬似接着層１２の裏面側に設けられ、擬似接着ラベル１０を被着体に
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粘着させるための層であって、アクリル系粘着剤、天然ゴム系粘着剤、合成ゴム系粘着剤
、シリコーン系粘着剤等の従来公知の粘着剤から形成される。粘着剤層１３の厚さは、特
に限定されないが、例えば５～５０μｍ、好ましくは１０～４０μｍである。剥離基材１
４は、粘着剤層１３に貼着されるための表面がシリコーン系剥離剤等によって離型処理さ
れた剥離シート等である。剥離基材１４の厚さは、特に限定されないが、例えば２０～２
００μｍ、好ましくは４０～１００μｍである。
【００１８】
　粘着剤層１３は、例えば、剥離基材１４の表面に粘着剤が塗布されて形成される。そし
て、その剥離基材１４の上に形成された粘着剤層に、表面基材１１の上に積層された擬似
接着層１２が貼り合わされることにより、擬似接着ラベル１０が得られる。但し、粘着剤
層１３は、表面基材１１に積層されている擬似接着層１２の上に直接塗布して形成され、
その上に剥離基材１４が貼り合わされて擬似接着ラベル１０が形成されても良い。
【００１９】
　表面基材１１にはハーフカット線２０が設けられる。ハーフカット線２０は、表面基材
１１の表面から擬似接着層１２の手前まで切れ込まれたものである。すなわち、表面基材
１１は、その裏面までハーフカット線２０によって切れ込まれ、例えば離型剤層が表面基
材１１の裏面に被膜されているときには、離型剤層もハーフカット線２０によって切り込
まれる。ハーフカット線２０は、ミシン目状に形成されていても良いし、一条のスリット
から形成されていても良い。
【００２０】
　図２は、本発明の第１の実施形態に係る擬似接着ラベルを模式的に示す平面図である。
図１、２に示すように、擬似接着ラベル１０は、打ち抜き加工が施されることにより、表
面基材１１、擬似接着層１２、及び粘着剤層１３が打ち抜き切断された後、カス上げによ
って不要部分が剥離基材１４から取り除かれ、上辺１０Ａ及び下辺１０Ｂを長辺とし、左
右の側辺１０Ｃ、１０Ｄを短辺とする略矩形のラベルに形成されている。擬似接着ラベル
１０は、打ち抜き加工と共に、ハーフカット加工も施され、上述したハーフカット線２０
も形成される。打ち抜き加工及びハーフカット加工は、例えばダイカットによって行われ
るが、レーザー照射等によって行われても良い。
【００２１】
　ハーフカット線２０は、上辺１０Ａから下辺１０Ｂまで直線的に上下に延在する。表面
基材１１は、ハーフカット線２０によって左右の矩形シート（以下、これらをラベル部２
１、２２という）に分離して剥離可能である。ラベル部２１、２２それぞれは、ラベル部
２１、２２の４つの角部２１Ａ～２１Ｄ、２２Ａ～２２Ｄのうち１つを始点に、擬似接着
層１２から剥離されるものであり、角部２１Ａ～２１Ｄ、２２Ａ～２２Ｄが剥離開始部と
して使用される。
【００２２】
　本実施形態では、粘着剤が部分塗布されており、粘着剤層１３は、擬似接着ラベル１０
において部分的に設けられる。これにより、ラベル部２１、２２には、粘着剤層１３を介
して被着物に粘着されない非粘着部２３と、粘着剤層１３を介して被着物に粘着される粘
着部２４とが設けられる。具体的には、ラベル部２１、２２の周縁部２１Ｓ、２２Ｓであ
って角部２１Ａ～２１Ｄ、２２Ａ～２２Ｄを除く部分は、それらに対応する位置に粘着剤
層１３が設けられずに、非粘着部２３となる。一方、周縁部２１Ｓ、２２Ｓよりも内側の
領域である内側領域２１Ｎ、２２Ｎ、及び角部２１Ａ～２１Ｄ、２２Ａ～２２Ｄは、それ
らに対応する位置に粘着剤層１３が設けられ、粘着部２４となる。
【００２３】
　すなわち、擬似接着ラベル１０の四辺１０Ａ～１０Ｄ、及びハーフカット線２０に沿う
周縁部２１Ｓ、２２Ｓは、角部２１Ａ～２１Ｄ、２２Ａ～２２Ｄを除く全ての部分が非粘
着部２３となる。そして、各ラベル部２１、２２において、各辺１０Ａ～１０Ｄ、及びハ
ーフカット線２０に沿って形成される非粘着部２３それぞれは、一定幅を有する矩形形状
を呈し、その両端が剥離開始部（すなわち、ラベル部の角部）に隣接する。なお、非粘着
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部２３の幅は、例えば０．１ｍｍ～１０ｍｍ程度、好ましくは０．５ｍｍ～５ｍｍ程度で
ある。
【００２４】
　但し、非粘着部２３は、いわゆる糊殺しによって形成されても良い。この場合、非粘着
部２３に対応する部分の粘着剤層１３に、非粘着材料が被覆されることにより、非粘着部
２３が形成される。糊殺しは、例えば、擬似接着ラベル１０が形成された後、打ち抜き加
工が施される前に行われる。具体的には、剥離基材１４が粘着剤層１３から剥離され、剥
離基材１４から剥離した粘着剤層１３の一面に、非粘着材料が塗布されて非粘着部２３が
形成された後、剥離されていた剥離基材１４が粘着剤層１３に再び貼着される。糊殺しで
使用される非粘着材料は、特に限定されないが、例えば、一般に使用されている印刷イン
キ、ニス等の非粘着樹脂材料である。
【００２５】
　次に、本実施形態に係る擬似接着ラベル１０の作用について説明する。被着物に貼付さ
れた擬似接着ラベル１０において、ラベル部２１は、例えば角部２１Ｃから剥離が開始さ
れ、図２における左斜め下方に引っ張られて、擬似接着層１２から剥離される。ここで、
ラベル部２１の上辺１０Ａ及びハーフカット線２０に沿う部分は、非粘着部２３として形
成され、擬似接着層１２が粘着剤層１３によって、被着物に粘着されていない。そのため
、ラベル部２１が剥離されるとき、上辺１０Ａ及びハーフカット線２０に沿う部分におい
て、擬似接着層１２はラベル部２１（すなわち、表面基材１１）に追従して浮き上がり、
擬似接着層１２に対する表面基材１１の剥離角度が小さくなる。このように剥離角度が小
さくなると、表面基材１１を剥離するときの剥離抵抗が小さくなり、上辺１０Ａ及びハー
フカット線２０に沿う部分における、表面基材１１の破れが防止される。
【００２６】
　一方、ラベル部２１の内部領域２１Ｎは、粘着剤層１３によって被着物に粘着されてい
るので、内部領域２１Ｎにおける剥離抵抗は比較的高くなる。しかし、表面基材１１の破
れは、周縁部２１Ｓが起点になって発生し、内部領域２１Ｎが起点となって発生すること
はほとんどない。そのため、本実施形態では、ラベル部２１、２２の周縁部２１Ｓ、２２
Ｓのみを非粘着部２３とすることによって、ラベル部２１に破れが発生するが防止される
。
【００２７】
　また、剥離開始部である角部２１Ｃにおいて、擬似接着層１２は、粘着剤層１３によっ
て被着物に粘着されている。被着物に貼着された擬似接着層１２から、ラベル部２１（表
面基材１１）を剥離するのは比較的容易であり、そのため、ラベル部２１の剥離は角部２
１Ｃから容易に開始することができる。さらに、本実施形態では、角部２１Ａ～２１Ｄが
粘着部２３として被着物に粘着されているので、角部２１Ａ～２１Ｄにおけるラベルめく
れも防止される。
【００２８】
　なお、ラベル部２１がその他の角部２１Ａ、２１Ｂ、２１Ｄから剥離開始されるとき、
或いはラベル部２２が剥離されるときの挙動も、ラベル部２１が角部２１Ｃから剥離開始
されるときの挙動と同様であるのでその説明は省略する。
【００２９】
　図３は、本発明の第２の実施形態に係る擬似接着ラベル１０の平面図である。以下、第
２の実施形態について、第１の実施形態との相違点を説明する。第１の実施形態では、角
部２１Ａ～２１Ｄ、角部２２Ａ～２２Ｄが剥離開始部として使用されていたが、本実施形
態では、上辺１０Ａとハーフカット線２０によって区画される角部２１Ｃ、２２Ｃのみが
剥離開始部として使用される。本実施形態では、角部２１Ｃ、２２Ｃが剥離開始部である
ことを示すために、例えば、矢印等によって角部２１Ｃ、２２Ｃが剥離開始部であること
が表面基材１１や剥離基材１４に表示され、或いは角部２１Ｃ、２２Ｃにタブ等が設けら
れることが好ましい。
【００３０】
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　また、非粘着部２３は、第１の実施形態と同様に、ラベル部２１、２２の周縁部２１Ｓ
、２２Ｓのみに設けられる。但し、本実施形態において非粘着部２３は、周縁部２１Ｓ、
２２Ｓにおいて、擬似接着ラベル１０の上辺１０Ａ及びハーフカット線２０に沿い、かつ
角部２１Ｃ、２２Ｃを除く部分のみに設けられる。
【００３１】
　被着物に貼着された擬似接着ラベル１０において、ラベル部２１、２２は、角部２１Ｃ
、２２Ｃを剥離開始部として、左下方、右下方に引っ張られることにより、擬似接着層１
２から剥離される。本実施形態でも、周縁部２１Ｓ、２２Ｓの一部が非粘着部２３となる
ことにより、破れを発生させずにラベル部２１、２２を、擬似接着層１２から剥離するこ
とができる。また、角部２１Ｃ、２２Ｃに粘着部２４が設けられたことにより、剥離開始
時に容易にラベル部２１、２２を擬似接着層１２から剥離することができる。
【００３２】
　なお、本実施形態では、下辺１０Ｂ及び側辺１０Ｃ、１０Ｄに沿う周縁部２１Ｓ、２２
Ｓは、非粘着部２３として形成されない。しかし、これら辺１０Ｂ～１０Ｄに沿う部分が
剥離されるのは、ラベル部２１、２２それぞれが半分以上剥離された後である。そのため
、辺１０Ｂ～１０Ｄに沿う部分が剥離されるとき、高い剥離抵抗が発生しないので、表面
基材に破れが発生することはない。すなわち、非粘着部２３は、ラベル部の周縁部の略全
てにわたって設けられなくても、例えば、本実施形態のように、それらの間に剥離開始部
が配置されるように、周縁部２１Ｓ（または周縁部２２Ｓ）に沿って２つあれば、表面基
材の破れを十分に防止することができる。
【００３３】
　本実施形態では、非粘着部２３は、上辺１０Ａ、ハーフカット線２０に沿って、側辺１
０Ｃ、１０Ｄ、或いは下辺１０Ｄまで設けられている。したがって、角部２１Ａ、２２Ａ
、２１Ｄ、２２Ｄは非粘着部２３として形成されているが、これらは、第１の実施形態と
同様に、粘着部２４として形成されていても良い。
【００３４】
　さらに、上記各実施形態において、擬似接着ラベル１０は、ハーフカット線２０が設け
られ、表面基材１１の一部がラベル部２１（又はラベル部２２）として、他の部分と分離
して剥離されている。しかし、ハーフカット線２０が設けられず、表面基材１１の全部が
１つのラベル部として、擬似接着層１２から剥離されても良い。
【００３５】
　上記各実施形態において、ラベル部は、略矩形であったが、その形状は矩形に限定され
ず、例えば三角形等他の多角形でも良いし、円形等であっても良い。但し、矩形形状以外
の場合であっても、非粘着部２３は、上記各実施形態と同様に、ラベル部の周縁部に沿っ
て、少なくとも２つ設けられ、それら２つの非粘着部２３の間に、剥離開始部として使用
される粘着部２４が設けられることが好ましい。また、上記各実施形態と同様に、非粘着
部２３が剥離開始部に隣接し、さらにラベル部の角部が剥離開始部として使用されること
が好ましい。
【実施例】
【００３６】
　次に、本発明について、以下実施例を用いて説明するが、本発明は以下の実施例の構成
に限定されるわけではない。
【００３７】
［実施例１］
　表面基材として感熱紙（日本製紙社製、商品名：ＴＰ６０ＫＪ－Ｒ、坪量（６５ｇ／ｍ
２））を使用し、擬似接着層を形成するための熱可塑性樹脂として密度０．９１７ｇ／ｃ
ｍ２の低密度ポリエチレン（日本ポリエチレン社製、商品名：ＬＣ８００）を使用した。
熱可塑性樹脂は、Ｔダイにて温度２７０℃で押し出し塗工し、熱可塑性樹脂から形成され
た厚さ２５μｍの擬似接着層を、感熱紙の裏面に積層した。また、剥離基材として、シリ
コーン系剥離剤で表面が離型処理された剥離シートを用意し、その剥離シート表面にアク
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に形成された粘着剤層を、感熱紙に積層されている擬似接着層に貼り合わせ、次いで、剥
離シートを一旦剥離して露出した粘着剤層面に対してオフセット印刷機によって糊殺し印
刷を行った後、再び剥離シートを粘着剤層面に貼り合わせ、その後、打ち抜き加工及びハ
ーフカット加工を行い、さらにカス上げを行い、図２に示すような擬似接着ラベルを得た
。擬似接着ラベルは、幅１５０ｍｍ、長さ１００ｍｍであって、長さ方向の中央にハーフ
カット線を設けられていた。また、糊殺しによって形成された非粘着部の幅は２ｍｍであ
った。なお、糊殺しで使用された非粘着性樹脂材料は、ニスであった。この擬似接着ラベ
ルを剥離シートから剥離して被着物に貼付した後、擬似接着ラベルの長辺とハーフカット
線によって区画される角部を剥離開始部として、表面基材（ラベル部）を剥離したところ
、表面基材には破れが発生しなかった。
【００３８】
［比較例１］
　比較例１は、糊殺しを実施しなかった（粘着部が擬似接着層の全面に存在する）点を除
いては、実施例１と同様に実施した。比較例１の擬似接着ラベルを、被着物に貼付した後
、擬似接着ラベルの長辺とハーフカット線によって区画される角部を剥離開始部として、
表面基材を剥離したところ、表面基材には破れが生じた。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】擬似接着ラベルを模式的に示す断面図である。
【図２】第１の実施形態に係る擬似接着ラベルを模式的に示す平面図である。
【図３】第２の実施形態に係る擬似接着ラベルを模式的に示す平面図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１０　擬似接着ラベル
　１１　表面基材
　１２　擬似接着層
　１３　粘着剤層
　１４　剥離基材
　２１、２２　ラベル部
　２１Ｓ、２２Ｓ　周縁部
　２３　非粘着部
　２４　粘着部
　２１Ａ～２１Ｄ、２２Ａ～２２Ｄ　角部
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